
さいたま市防災都市づくり計画（案） 

平成２７年１月２８日（水）  

第１２回都市経営戦略会議資料 

都市局 都市計画部 都市総務課 

も 

安全・安心のために、防災“だけ”の視点
で都市づくりを進めるのではなく、防災“も”
含めて、利便性や快適性も備えた総合的
な都市づくりの推進を目指すものです 

防災 とは 

も 



 「防災都市づくり計画」の位置付け 

●計画の位置付け 

さいたま市総合振興計画
(H17.4) 

都市計画マスタープラン
(H26.4) 

防災都市づくり計画 

地域防災計画 

 

 

【アクションプラン】 

災害に強いまちづくり計画 

分野別方針の一つに 

【防災まちづくりの方針】 
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防災都市づくり計画 

 「防災都市づくり計画」の全体構成 

●全体構成と今年度の作業範囲 

防災上の課題の整理 

基本方針 

具体施策 今年度の 

作業範囲 

H25年度 

H24年度 
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 基本方針のおさらい 

●３つの視点 

事前 

復旧 

復興 

災害前に災害時のリスクを事前に減らす 

災害発生直後の都市機能を確保する 

被災したまちの復興に備える 

●４つの方針 

事前 

復旧 

復興 

方針１ 災害リスクが高い地区を優先的・重点的に改善する 

方針３ 災害時に市民の生活を守るための都市機能を確保する 

方針４ 被害を受けても円滑に復興するための備えを進める 

方針２ 将来都市構造を実現しながら都市の防災性を高める 

⇒方針毎に具体施策を展開 3 



 具体施策 １ 

●重点的に取り組む必要がある災害リスク 

本市で想定される災害リスク 

 ・地震災害 ・水害 ・風害（突風・竜巻） ・土砂災害等 

大規模な延焼が発生しないように、また、発生しても、 

避難場所等に逃げられるようにすることが必要 

災害リスクが高い地区の優先的・重点的な改善 

• 発生する確率が高く、また、その発生は予測できない 

• 発生すると、火災被害も合わせ、被害規模が大きい 

【事前】 
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●延焼リスクの評価 

都心・副都心周辺の
住宅地でリスクが高い 

 具体施策 １ 【事前】 
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●延焼と避難困難リスクの評価 

避難場所以外の空地
を考慮しても、避難困
難となる地区の存在 

 具体施策 １ 【事前】 
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●推進地区候補 

 具体施策 １ 【事前】 

リスクが重なる地区につい
て現地踏査を行い、建築
物・道路・オープンスペー
スを総合的に評価 １９地区 ３２０ｈａ 7 



STEP ３ 

推進地区候補にて住
民の意向をふまえる 

⇒ 推進地区 

STEP ２ 
延焼と避難困難リスク
に地区特性を考慮 
⇒ 推進地区候補 

整備型地区計画を国庫
補助事業の導入により事
業化することで、防災“も”
含む住環境の向上へ 

 具体施策 １ 【事前】 

●対象地区と具体施策 

STEP １ 

延焼リスクが高い地区 
防火・準防火地域の指定
により、延焼リスク軽減へ 

建築物の耐震化・狭あい
道路の拡幅・オープンス
ペースの保全・確保により、
避難空間の確保へ 
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●安全な高密度市街地の形成 

• 都心・副都心等の市街地開発事業の優先的な推進 

• 市街地の不燃化、道路やオープンスペース等の骨格的
な施設の整備 

●災害リスクを考慮した土地利用や都市施設の整備 

• 浸水や液状化リスクが高い地域の無秩序な開発の抑制 

• 災害危険性が高い地域における避難場所や、延焼遮
断帯・避難路の優先的な整備 

将来都市構造を実現していく過程で都市の防災性を向上 

 具体施策 ２ 【事前】 
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●広域防災拠点等の整備 

• オープンスペースの整備 

• 緊急災害対策本部の代替拠点 

• 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE)や緊急消防援助
隊の集結拠点 

●広域的な道路ネットワークの整備 

災害時に市民の生活を守るための都市機能を確保 

• 緊急輸送道路の整備や沿道建築物の耐震化 

• 自動車専用道路のネットワーク化 

 具体施策 ３ 【復旧】 
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被害を受けても円滑に復興するための備え 

●災害時対応力の向上 

●震災復興行動指針の作成 

• 地域や住民、行政による復興の役割分担 

• 当面の復旧から長期的な復興までを円滑につなげる
復興シナリオの設定 

⇒これらの視点を盛り込んだ震災復興行動指針を作成 

 具体施策 ４ 【復興】 

• 被害の軽減や円滑な復興に必要な対策を推進するため、
災害リスクの高いエリアを把握するモニタリングを実施 

• 復興イメージトレーニング等を通じ、対応力の向上 
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• 災害リスクの変化を継続的に把握 

 計画の進め方 

●モニタリングによる継続的な評価と施策の見直し 

・推進地区の検証 

・問題箇所の分析 

・具体施策の検討 

・推進地区の抽出・更新 

・基礎データの更新 

・リスク変化の評価 

・施策・事業の実施 

・都市計画決定等 

Ａｃｔ Plan 

Do Check 

モニタリング 

●オープンデータによる自助共助の取組促進 
• GISによる防災まちづくり情報マップの公表 

  （→地区住民による防災計画や防災マップの作成） 

【本市における特徴的な取組】 

「さいたまシティスタット」の防災バージョンとして構築 
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オープンデータによる自助共助の取組促進のイメージ 

建物や道路等の情報と災害リスクの情報をもとに、 

地域の方々がその特性に合せたまちづくりを考えます。 

道路せまい 

オープンスペ 
ース（農地） 
あり 

道路せまい 

建物の間隔が 
せまい 
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 計画の進め方 

●推進地区における取組の支援（施策１） 

●将来都市構造実現に向けた社会資本整備（施策２） 

• 災害リスク情報を地区住民と共有した上で、住民と
協働して地区のまちづくり方針を検討 

• まちづくり方針に基づいた整備型の地区計画を決定
し、 住環境の向上を含めた総合的な整備の実施 

• 社会資本整備の基本戦略の導入 

  ⇒効果的・効率的な事業の推進 

  （新たな補助制度導入などによる補助金の拡充） 
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議会報告 H27.2頃 

H27.9頃 

計画策定 H27.6頃 

パブリック・コメント H27.4頃 

都市計画審議会への報告 H27.8頃 

• 推進地区候補の住民へ説明 

• 庁内各種プロジェクトとの調整 

• モニタリングの継続 

• 社会資本整備に関する計画の検討 

議会報告 

以 降 

 今後の予定 
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